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北九州市告示第１９８号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の２第１項及び北

九州市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定に

より、市税（県民税を含む。）の収納事務を次のとおり委託した。 

 平成３１年４月１８日 

北九州市長 北 橋 健 治 

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社電算システム 岐阜県岐阜市日置江一

丁目５８番地 

平成３１年４月１日か

ら同年６月３０日まで 
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北九州市告示第１９９号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、駐車料金の徴収事務を次のとおり委託した。 

  平成３１年４月１８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

施 設 名 
受 託 者 

委託期間 
名 称 住 所 

北九州市営天神島駐

車場 

小倉都心部パ

ーキングマネ

ジメント共同

事業体 

代表者 第一

警備保障株式

会社 

北九州市戸畑

区川代二丁目

１番２号 

平成３１年４月

１日から同年６

月３０日まで 北九州市営室町駐車

場 

北九州市営勝山公園

地下駐車場 

北九州市営黒崎駅西

駐車場 

公益社団法人

北九州市シル

バー人材セン

ター 

北九州市小倉

北区片野新町

一丁目１番６

号 

平成３１年４月

１日から同年６

月３０日まで 
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北九州市告示第２００号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、若松高須郵便局及び八幡南郵便局における証明書交付手数料の徴収事務を次

のとおり委託した。 

  平成３１年４月１８日

                    北九州市長 北 橋 健 治 

受 託 者 
委託期間 

名 称 住 所 

日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町二丁

目３番１号 

平成３１年４月１日

から同年６月３０日

まで 
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北九州市告示第２０１号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収事務を次のとおり

委託した。 

  平成３１年４月１８日 

北九州市長 北 橋 健 治 

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

公益社団法人北九州市

獣医師会 

北九州市八幡東区東田

一丁目３番６号 

平成３１年４月１日か

ら平成３２年３月３１

日まで 
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北九州市告示第２０２号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市営九州鉄道記念館西駐車場における使用料の徴収事務を次のとおり

委託した。 

  平成３１年４月１８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

平山商会株式会社 北九州市門司区丸山一

丁目１番１４号 

平成３１年４月１日か

ら平成３２年３月３１

日まで 
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北九州市告示第２０３号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、脇田漁港フィッシャリーナにおける使用料の徴収事務を次のとおり委託した

。 

  平成３１年４月１８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

北九州市筑前海区海面

利用適正化協議会 

北九州市若松区大字安

屋１７４２番地 

平成３１年４月１日か

ら平成３２年３月３１

日まで 
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北九州市告示第２０４号 

 北九州市漁港管理条例（昭和３９年北九州市条例第３４号）第１５条第３項

の規定により、平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までの釣り台付

き遊歩道の利用料金の額について承認したので、北九州市漁港管理規則（昭和

３９年北九州市規則第３１号）第１１条の規定により、次のとおり告示する。 

平成３１年４月１８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

区分 金額（１人当たり日額） 

大人 小・中学校の児童及

び生徒 

釣

り

台

個人 １，０００円 ５００円

団体（３０人以上） ８００円 ４００円

回数券（１１枚つづり） １０，０００円 ５，０００円

遊歩道      ０円        ０円
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北九州市公告第２２３号 

 次のとおり応募者に資格条件を付与した公募型プロポーザル方式に係る手続

を開始する。 

  平成３１年４月１８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 業務概要 

（１） 業務名 北九州市学力状況調査事業業務委託 

（２） 業務内容 小学校第４学年及び第５学年の児童並びに中学校第１学

年及び第２学年の生徒を対象に、学力向上並びに学校及び家庭における学

習及び生活習慣の改善を図るために、教科に関する調査並びに生活習慣及

び学習環境等に関する調査を行う「北九州市学力状況調査」事業の業務を

実施するもの。 

（３） 履行期間 契約締結の日から平成３４年３月３１日まで 

２ 参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

（２） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（３） 国又は地方公共団体において、学力調査の実施又は教材等の作成に

関する業務の受託実績を有すること。 

なお、実績を証明する書面を提出できること。 

３ 企画提案書の提出者を選定するための評価基準 

 前項の参加資格の適合可否 

４ 受託候補者を選定するための評価基準 

（１） 企画提案書及び見積書等の内容 

（２） ヒアリングでの対応 

５ 手続等

 （１） 担当部局

  北九州市教育委員会事務局学力・体力向上推進室

  北九州市小倉北区大手町１番１号

  電話 ０９３－５８２－３４４５

（２） 説明書の交付場所、交付期間及び交付方法

 ア 交付場所 前号に同じ。 

なお、説明書は北九州市教育委員会事務局学力・体力向上推進室のホ
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ームページにも掲載する。 

 イ 交付期間 この公告の日から平成３１年５月１３日まで（日曜日、土

曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日並びに同月１日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎

日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時１５分まで 

 ウ 交付方法 第１号の場所で無償で交付する。ただし、郵送又はＦＡＸ

による入手申込みは認めない。 

（３） 参加表明書の提出場所、提出期間及び提出方法

ア 提出場所 第１号に同じ。 

 イ 提出期間 この公告の日から平成３１年５月１３日まで（日曜日等を

除く。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時

１５分まで 

 ウ 提出方法 持参又はＦＡＸ 

（４） 企画提案書及び見積書等の提出場所、提出期間及び提出方法 

ア 提出場所 第１号に同じ。 

 イ 提出期間 企画提案書の提出者として選定された通知を受けた日から

平成３１年５月２７日まで（日曜日及び土曜日を除く。）の毎日午前８

時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時１５分まで 

 ウ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期間内に必着のこと

。） 

６ その他 

（１）  手続において使用する言語及び通貨 

 ア 言語 日本語 

 イ 通貨 日本国通貨 

（２）  契約書の作成の要否 要 

（３） 関連情報を入手するための照会窓口 前項第１号に同じ。 

（４） 詳細は、説明書による。 
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